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要
旨

　
　
本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
一
、
平
成
三
年
三
月
一
日
か
ら
同
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
任

　
　
期
が
満
了
す
る
こ
と
と
な
る
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
又
は

　
　
長
の
任
期
満
了
に
よ
る
選
挙
等
の
選
挙
の
期
日
は
、
当
該
選
挙
を

　
　
同
年
二
月
二
十
八
日
以
前
に
行
う
場
合
を
除
き
、
都
道
府
県
及
び

　
　
指
定
都
市
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
に
あ
っ
て
は
平
成
三
年

　
　
四
月
七
日
、
指
定
都
市
以
外
の
市
、
町
村
及
び
特
別
区
の
議
会
の

　
　
議
員
及
び
長
の
選
挙
に
あ
っ
て
は
同
月
二
十
一
日
に
統
一
す
る
。

二
、
選
挙
期
日
の
告
示
の
日
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
1
　
都
道
府
県
知
事
の
選
挙
　
平
成
三
年
三
月
十
八
日

　
２
　
指
定
都
市
の
長
の
選
挙
　
平
成
三
年
三
月
二
十
三
日

　
３
　
都
道
府
県
及
び
指
定
都
市
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
　
平
成
三

　
　
　
年
三
月
二
十
九
日

　
４
　
指
定
都
市
以
外
の
市
及
び
特
別
区
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の

　
　
　
選
挙
　
平
成
三
年
四
月
十
四
日

　
５
　
町
村
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
　
平
成
三
年
四
月
十
六

　
　
　
日

三
、
統
一
選
挙
の
実
施
に
伴
い
、
同
時
選
挙
、
重
複
立
候
補
の
禁
止
、

　
寄
附
等
の
禁
止
及
び
共
済
給
付
金
の
特
例
等
に
つ
い
て
所
要
の
措

　
置
を
講
ず
る
。



委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
委
員
会

　
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
本
法
律
案
は
、
全
国
多
数
の
地
方
公
共
団
体
に
お
き
ま
し
て
、
議

　
会
の
議
員
又
は
長
の
任
期
が
平
成
三
年
三
月
、
四
月
又
は
五
月
中
に

　
満
了
す
る
こ
と
と
な
る
実
情
に
か
ん
が
み
、
こ
れ
ら
の
選
挙
の
円
滑

　
な
執
行
と
執
行
経
費
の
節
減
を
図
る
た
め
、
選
挙
の
期
日
を
統
一
し

　
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
期
日
を
、
都
道
府
県
及
び
指

　
定
都
市
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
に
つ
い
て
は
平
成
三
年
四
月

　
七
日
、
指
定
都
市
以
外
の
市
、
町
村
及
び
特
別
区
の
議
会
の
議
員
及

　
び
長
の
選
挙
に
つ
い
て
は
四
月
二
十
一
日
と
す
る
こ
と
の
ほ
か
、
統

　
一
選
挙
の
実
施
に
伴
い
、
同
時
選
挙
、
重
複
立
候
補
の
禁
止
、
寄
附

　
等
の
禁
止
及
び
共
済
給
付
金
の
特
例
等
に
つ
き
所
要
の
措
置
を
講
ず

　
る
こ
と
を
主
な
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
政
府
よ
り
趣
旨
説
明
を
聴
取
し
た
後
、

　
採
決
を
行
い
ま
し
た
と
こ
ろ
、
本
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原

　
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。




